
令和８年1月30日 

 

質疑書に対する回答 

 

高 知 県 知 事 

 

令和8年1月16日付けで公告した「浦戸湾流入河川堤防整備検討委託業務公募型プロポーザル」に係る質疑について、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

 NO 質　疑 回　答

 

１

 

「審査要領」の別紙に記載されている審査基準において、配点欄の公表は可能

でしょうか。

 

別紙のとおり公表します

 

２

 

数量総括表を開示していただくことは可能でしょうか。

数量総括表については特に作成しておりませんが、仕様書記載の業

務内容にあります事項における数量は下記を想定しています。 

設計計画　N=1式 

資料収集整理及び検討断面の設定　N=1式 

堤防耐震性能照査（現況）　N=1式 

整備高の目安の検討　N=1式 

対策工案検討　N=1式 

対策後のレベル２に対する地震応答解析　N=1式 

標準断面図作成　N=1式 

次年度設計委託業務案の検討　N=1式 

打合せ協議　N=1式（中間５回、着手・納品各１回　計７回） 

報告書作成　N=1式 



 

３

参加申込書について 

右上の所在地・事業者名・代表者名に記載する内容および押印については契 

約事務所の高知事務所の情報・印鑑でよいでしょうか？  

　ご認識のとおりです。

 

４

企業概要書について 

 ・法人名、所在地、代表者職・氏名・電話番号・資本金・従業員数・設立年

月については本社の情報でよいでしょうか？ 

 ・事業概要について、「年間売上金額」は直近１年の会社全体の売上金額でよ

いでしょうか？また損益表などは添付した方がよいでしょうか？ 

 ・営業所一覧は当社が作成する営業所一覧表を「別紙参照」として添付すれ

ばよろしいでしょうか？ 

 ・主要な営業経歴等について、会社全体で本業務に関連する業務の経歴を書

けばよろしいでしょうか？また記載する業務は過去何年間分について書けば

よいでしょうか？  

　 
・記載内容の指定までは特に定めておりませんが、その認識で差し支えあ 
りません。 
 

・記載内容の指定までは特に定めておりませんが、その認識で差し支えあ 
りません。なお、添付資料については参加申込み時には必要ありません 
が、別途提出を求める場合がありますので、その際はご協力ください。 

　 
・営業所一覧は事業概要に記載してください。 
 
・記載内容の指定までは特に定めておりませんが、その認識で差し支えあ 
りません。なお、記載する業務の経歴は各社で選定してください。 

 
５

企業状況表について 

 ・納税証明の添付は必要でしょうか？  

　参加申込時における提出資料としては添付不要ですが、資料を確認した

後に提出を求める場合がありますので、その際はご協力ください。

 

６

様式 5 募集要項について 

 「８参加申請及び資格要件の確認」の内、［提出書類の様式、提出部数等］に

記載の提出書類につきまして  

・様式番号４・５・６については、記載の書類の写しを提出するということで

しょうか？ 

・様式番号５「TECRIS 登録内容確認書の写し等」は、募集要項５の（９）に

記載の業務実績が対象となりますでしょうか？  

　様式番号４・５・６については記載の書類の写しを提出してください 
 
　様式番号５記載のTECRIS登録内容確認書の写し等は、資格要件（９）

を確認するための資料となりますので、対象となる業務の資料を提出して

ください。

 
７

様式-6 企画提案書作成要領について  

・１提出書類の表中、番号２「事業者の概要・業務実績」のうち、事業者の概

　企画提案書の提出書類については任意となります。なお、参加申込み時

における「企業概要書」とは異なりますのでご留意ください。 



 要は参加申込時の提出書類様式番号２「企業概要書」と同等の項目について記

載すれば良いでしょうか？あるいは、最低限記載すべき事項のご指定等があ

ればお教えてください。 

・企画提案書に記載した実績については、その実績を証明する書類の添付は

必要でしょうか？必要な場合、この証明書類は７の（２）に記載の説明資料に

該当するのでしょうか？  

 
 
 
　企画提案書として提出する資料及び制限枚数は、作成要領における記載

のとおりです。

 

８

様式-4 審査要領書の審査基準について  

審査項目 1「業務実績」 

・審査要領書に配点 5 点とありますが、評価点が高いと判断いただく点数は

何点以上にな りますでしょうか？又件数は多いほうが良いのでしょうか？ 

・一番点数の高い企業が 5 点配点され、2 番目以降は 0 点になるのでしょ

うか？  

審査項目 3「実施体制」 □配点に様式 5「プロポーザル募集要領」にある 5・

資格要件（10）管理技術者及び 照査技術者の資格によるはアからウの配置に

よる点数の差はあるのでしょうか？ アからウそれぞれの配点が決まってい

るようでしたらご教示ください。 例）技術士（5 点）、RCCM（3 点）等  

審査項目 6「県が推進する施策への取り組み」 

・5点の配点いただくためには何種類の施策への取り組みが必要でしょう

か？ 

・企業として1 番取り組み施策の多い会社が 5 点配点され、2 番目以降は 

0 点になるのでしょうか？ 

・取り組み施策の数により段階的に点数の配点があるのでしょうか？  

　審査項目における詳細な配点についてはお答えできません。

 

９

参考図書について 

参考資料として本業務における既往の成果（複製）を貸与は何時から貸与でき

ますでしょうか？  

　参考図書の貸与についてはHP記載のとおりご連絡いただき、準備が整

った段階で貸与できます。なお、貸与希望者が多い場合は、貸与方法を検

討します。

 
１０

企画提案書作成要領（様式-6）について 

・業務実績（任意）について、 記載項目に決まりはあるでしょうか （業務名、

　企画提案書における業務実績の記載項目に決まりは設けていません。プ

レゼンテーションに有意となる内容を記載していただきますようお願い



 テクリス登録番号、契約金額、履行期間、発注機関名・住所電話番号等、 業

務の概要、業務の技術的特徴 等）  

・業務の提案内容（任意）について文字サイズのポイント数の決まりはあるで

しょうか（10 ポイント以上等） 「実施方針、次年度設計委託業務に関して１

枚」「審査項目ごとに各 2 枚まで」とありまが、 （１）実施方針、（６）次年

度設計委託業務に関して ：1 枚 （２）検討区間・断面 の設定 ～ （５）河

川ごとの整備高の設定と優先度 ：各２枚までという意味で良いでし ょうか。  

します。 
 
　企画提案書における文字サイズのポイント数については特に決まりを

設けていませんが、審査委員の方が見やすい文字サイズで作成をお願いし

ます。また、提出書類のうち業務の提案内容については、ご質問のとおり

（１）と（６）が1枚ずつ、（２）～（５）が各２枚までの片面10枚（A4
換算）までで資料を作成してください。

 

１１

企画提案書における留意事項について 

 「必要に応じて説明資料を添付することができるが、その場合はＡ４縦で２

枚以内と すること。」とありますが、これは「１ 提出書類」の一覧表に記載

の枚数には含まれないということでよいでしょうか？  

　企画提案書における留意事項記載の説明資料は「１提出書類」の一覧表

で制限している枚数に含まれません。

 

１２

1.様式-1 公募型プロポーザル実施要領ｐ.2 7 資格要件（9）について 

 実績を求めるのは「企業」のみでしょうか。または、「企業」及び「配置予定

の管理・照 査技術者」の両方でしょうか。ご教示下さい。  

　資格要件に認める実績は企業のみです。管理技術者及び照査技術者にお

ける資格要件は実施要領等に記載のとおりです。

 

１３

2.様式-1 公募型プロポーザル実施要領ｐ.2 7 資格要件（9）について  

実績について、「配置予定の管理・照査技術者」にも求める場合ですが、 照査

技術者として従事した実績でも認めていただけますでしょうか。  

　上記No,12記載のとおりです。

 

１４

3.様式-1 公募型プロポーザル実施要領ｐ.2 7 資格要件（9）について  

浦戸湾流入河川の堤防において三次点検（静的照査法ＡＬＩＤ）による耐震診

断（堤防の沈下量が許容沈下量を上回らないことを照査する）を実施した業務

は実績として認めていただけますでしょうか。  

　資格要件に求める内容は資格要件記載のとおり高知土木事務所管内（浦

戸湾流入河川に限る）で液状化または堤防耐震対策を含む業務（10百万

円以上）を行った実績があるかで判断しますので、確認できる資料の提出

をお願いします。なお、資料を確認した後に別途内容確認等で資料の提出

を求める場合がありますので、その際はご協力ください。

 

１５

4.参加申込時に提出する書類について 

様式番号 4～6（有資格者内訳表、各役割の業務実績表、資格要件等事業実績

一 覧表）は、各書類についてどのような情報を記載すればよいでしょうか。

参考となる様式があればご提示いただけないでしょうか。  

　1 月20 日付けでHPにおける公告を更新しておりますので、様式等に

ついてはそちらをご参考ください。



 

 

１６

5.別紙 1 の仕様書について  

5.提出書類（2）業務の完了時の②に記載のある「（３（２）③の訓練実施報告

書含 む）」は、本業務に関係のない内容のように思いますがいかがでしょう

か。  

　関係のない内容のため削除し、改めてHP を更新します。

 

１７

 

 様式１（プロポーザル実施要領）と 様式５（プロポーザル募集要領）の記載

内容が ほとんど同じであるように見受けられました。意図的に異なる内容と

して掲載されているものと考えてよろしいでしょうか。  

　プロポーザル実施要領は募集要項における大元の資料となります。

 

１８

 

 様式５（プロポーザル募集要領） ５ 資格要件に記載されております（８）

平成２７ 年度以降に高知土木事務所管内（浦戸湾流入河川に限る）で液状化

または堤防耐震対策を含む業務実績（10 百万円以上）があること。について、

舟入川は、浦戸湾流入河川実績として認められますでしょうか。  

　「浦戸湾流入河川」には直接流入している河川とその支川も含みます。

舟入川は浦戸湾流入河川との認識で差し支えありませんので、実績の対象

となる河川です。

 

１９

 

 様式５（プロポーザル募集要領） ５ 資格要件（9）について、ア・イ・ウの

保有資格 に応じて配点が異なることがございますでしょうか。  

　配点における詳細な内容はお答えできませんが、本業務を履行する上で

最適な人材を配置していだだくことを望みます。

 

２０

 

様式４（プロポーザル審査要領） ２ 審査の項目及び点数について、（２）業

務の提案内容（75 点）の配点内訳をご開示いただけますでしょうか。  

　別紙のとおり公表します。


